
第一八六回 

閣第四号 

   奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する

法律案 

 （奄美群島振興開発特別措置法の一部改正） 

第一条 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  目次中「第一条」を「第一条－第三条」に、「第二章 奄美群島振興開発計画等（第

二条－第六条の十三）」を 

「 第二章 奄美群島振興開発計画等  

  第一節 基本方針（第四条）  

  第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置（第五条－第七条）  

  第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置（第八条－第十条）  

  第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置（第十一条－第二十一条）  

  第五節 振興開発のためのその他の特別措置（第二十二条－第三十八条） 」 

 に、「第七条・第八条」を「第三十九条－第四十一条」に、「第九条－第十三条」を

「第四十二条－第四十六条」に、「第十四条－第十六条」を「第四十七条－第四十九

条」に、「第十七条－第二十一条」を「第五十条－第五十四条」に、「第二十二条－第

二十六条」を「第五十五条－第五十八条」に、「第二十七条」を「第五十九条・第六十

条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第六十一条－第六十六条」に改める。 

  第一条中「かんがみ」を「鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並び

に国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに」に、「自立的発展並びに」を

「自立的発展、」に、「に資する」を「並びに奄美群島における定住の促進を図る」に

改める。 

  第四条及び第五条を削る。 

  第三条第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改め、

同条第二項中「次に」を「おおむね次に」に改め、同項中第十五号を第十七号とし、第

十四号を第十六号とし、同項第十三号中「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号を

同項第十五号とし、同項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、同項第

十号中「及び」の下に「再生並びに」を加え、同号を同項第十一号とし、同号の次に次

の一号を加える。 

  十二 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項 

  第三条第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同

項第五号中「生活環境」を「住宅及び生活環境」に改め、同号を同項第六号とし、同項

第四号中「整備」の下に「、人の往来等に要する費用の低廉化」を加え、同号を同項第

五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同

号の前に次の一号を加える。 



  一 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項 

  第三条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第五項中「の

市町村」の下に「（次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村

を除く。）」を加え、同条第九項中「第五項」の下に「及び第八項」を加え、同項に後

段として次のように加える。 

   この場合において、第五項中「市町村（次項の規定による要請があつた場合におけ

る当該要請をした市町村を除く。）」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中

「第五項又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。 

  第三条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「公表しなければならない」を「公

表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「国土

交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第十項とし、

同条第六項中「前項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第

五項の次に次の三項を加える。 

 ６ 奄美群島内の市町村（以下「奄美群島市町村」という。）は、振興開発計画が定め

られていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定め

ることを要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振

興開発計画の案を添えなければならない。 

 ７ 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定

めるよう努めるものとする。 

 ８ 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、

住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

  第三条を第五条とする。 

  第二条の見出しを削り、同条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣

は」を「主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり」に改め、同条第二項第五号中「整

備」の下に「、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬（以下「人の往来等」とい

う。）に要する費用の低廉化」を加え、同項第六号中「生活環境の整備」を「住宅及び

生活環境の整備（廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。）」に改め、

同項第十一号中「及び」の下に「再生並びに」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、

第十五号を第十六号とし、同項第十四号中「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号

を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「振興」の下

に「（子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において

同じ。）」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。 

  十二 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネ

ルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同

じ。）の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項 

  第二条第三項を削り、同条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、



同項を同条第三項とし、同条第五項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を

「主務大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「国土交通大臣、総務大臣

及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条

第六項とし、同条を第四条とし、同条の次に次の節名を付する。 

     第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置 

  第二章の章名を削る。 

  第一条の次に次の二条並びに章名及び節名を加える。 

  （基本理念） 

 第二条 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資

源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提

供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割

を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び

自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければなら

ない。 

  （国及び地方公共団体の責務） 

 第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のた

めに必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

    第二章 奄美群島振興開発計画等 

     第一節 基本方針 

  第六条第五項を削り、同条第六項中「同法同条」を「同条」に改め、同項を同条第五

項とする。 

  第二十九条第二号中「第十七条」を「第五十条」に改め、同条を第六十五条とし、同

条の前に次の四条を加える。 

 第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  一 第十七条第六項の規定に違反した者 

  二 偽りその他不正の手段により奄美群島特例通訳案内士の登録を受けた者 

  三 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業

務の停止の処分に違反した者 

 第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第十七条第七項の規定に違反した者 

  二 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者 

  三 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

  四 第十八条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつた者 

  五 第十八条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 

  六 第十八条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 



  七 第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項

の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をし

た受託者の役員又は職員 

 第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条第四号から第六号までの違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

 第六十四条 第十七条第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が

同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は

管理者を三十万円以下の過料に処する。 

  第二十八条を削る。 

  第五章中第二十七条を第六十条とし、同条の前に次の一条を加える。 

  （主務大臣等） 

 第五十九条 第四条第一項並びに同条第四項及び第五項（これらの規定を同条第六項に

おいて準用する場合を含む。）における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第

二号及び第十五号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林

水産大臣及び経済産業大臣、同項第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係

る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第

五号及び第十一号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林

水産大臣及び環境大臣、同項第六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、

総務大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び環境大臣、同項第十二号に掲げる事項に

係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境

大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農

林水産大臣及び文部科学大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣

及び農林水産大臣とする。 

 ２ 第二章第二節における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部

科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。 

 ３ 第二章第四節及び第三章における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水

産大臣とする。 

 ４ 前章及び基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。 

 ５ 第五十五条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権

限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 

 ６ 前章及び基金に係る通則法における主務省は、国土交通省及び財務省とする。 

 ７ 第二章における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。 

 ８ 基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 

  第四章第四節中第二十六条を第五十八条とし、第二十五条を第五十七条とし、第二十

四条を第五十六条とし、第二十三条を削り、第二十二条を第五十五条とする。 



  第四章第三節中第二十一条を第五十四条とする。 

  第二十条第一項中「第十七条第二号」を「第五十条第二号」に改め、同条を第五十三

条とする。 

  第十九条を第五十二条とし、第十八条を第五十一条とする。 

  第十七条中「第十一条」を「第四十四条」に改め、同条を第五十条とする。 

  第四章第二節中第十六条を第四十九条とし、第十五条を第四十八条とし、第十四条を

第四十七条とする。 

  第四章第一節中第十三条を第四十六条とし、第九条から第十二条までを三十三条ずつ

繰り下げる。 

  第八条第五項中「の外」を「のほか」に改め、第三章中同条を第四十条とし、同条の

次に次の一条を加える。 

  （審議会への報告） 

 第四十一条 主務大臣は、毎年、奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、審

議会に報告するものとする。 

  第七条第二項中「国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、

同条を第三十九条とする。 

  第六条の十三第一号中「奄美群島内において」を「認定産業振興促進計画に記載され

た計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた」に、「設備」を「施設

又は設備」に改め、「（ホに掲げる事業の用に供するものを除く。）」を削り、「その

敷地である土地に」を「構築物若しくはこれらの敷地である土地に」に改め、第二章中

同条を第三十八条とする。 

  第六条の十二を第三十七条とする。 

  第六条の十一の見出しを「（観光の振興及び地域間交流の促進）」に改め、同条中

「かんがみ」を「鑑み」に改め、「ため、」の下に「奄美群島における観光の振興並び

に」を加え、同条を第三十六条とする。 

  第六条の十中「伝承されてきた」の下に「多様な」を、「活用」の下に「並びに当該

文化的所産の担い手の育成」を加え、同条を第三十五条とする。 

  第六条の九中「国」を「前二項に定めるもののほか、国」に、「かんがみ」を「鑑

み」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。 

   国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの

修学の機会の確保に資するため、奄美群島内の島の区域（当該島の区域が二以上の奄

美群島市町村の区域にわたる場合にあつては、当該島のうち一の奄美群島市町村の区

域に属する区域。以下この項において同じ。）内に高等学校、中等教育学校の後期課

程その他これらに準ずる教育施設（以下この条において「高等学校等」という。）が

設置されていないことにより、当該島の区域内から当該島の区域外に所在する高等学

校等へ生徒が通学する場合又は当該島の区域外に生徒が居住して当該高等学校等へ通



学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものと

する。 

 ２ 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の

適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和三十六年法律第百八十八号）の

規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算

定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定

について特別の配慮をするものとする。 

  第六条の九を第三十四条とする。 

  第六条の八の見出しを「（高齢者の居住用施設の整備）」に改め、同条中「老人福祉

法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわ

せて」を削り、同条を第二十九条とし、同条の次に次の四条を加える。 

  （保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減） 

 第三十条 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介

護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島

における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配

慮をするものとする。 

  （防災対策の推進） 

 第三十一条 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発

生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保

全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その

他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の

救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機

関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。 

  （自然環境の保全及び再生） 

 第三十二条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資す

るため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な

配慮をするものとする。 

  （再生可能エネルギー源の利用の推進等） 

 第三十三条 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島におい

て再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確

保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、

再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。 

 ２ 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条

件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図る

ため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な

配慮をするものとする。 



  第六条の七中「地方公共団体は」の下に「、奄美群島と他の地域との間の情報通信技

術の利用の機会に係る格差に鑑み」を加え、同条を第二十六条とし、同条の次に次の二

条を加える。 

  （生活環境等の整備） 

 第二十七条 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅

の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の

整備について適切な配慮をするものとする。 

  （介護給付等対象サービス等の確保等） 

 第二十八条 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法（平成九年法律第百

二十三号）第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法（昭

和三十八年法律第百三十三号）に基づく福祉サービス（以下この条において「介護給

付等対象サービス等」という。）の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービ

ス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等

の内容の充実について適切な配慮をするものとする。 

  第六条の六を第二十五条とする。 

  第六条の五の見出しを「（農林水産業その他の産業の振興）」に改め、同条に次の二

項を加える。 

 ２ 国及び地方公共団体は、奄美群島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水

産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な

配慮をするものとする。 

 ３ 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業

の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業

を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について

適切な配慮をするものとする。 

  第六条の五を第二十四条とする。 

  第六条の四中「地方公共団体は」の下に「、奄美群島と他の地域との間の人の往来等

に関する条件の格差に鑑み」を加え、「充実に」を「充実並びに人の往来等に要する費

用の低廉化について」に改め、同条を第二十三条とする。 

  第六条の三第一項第五号及び第三項中「第七項」を「第九項」に改め、同条第六項中

「市町村」を「奄美群島市町村」に改め、同条第七項中「国」を「前各項に定めるもの

のほか、国」に改め、「内の無医地区以外の地区」、「医療の提供に支障が生じている

場合には」及び「当該地区における」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項の次

に次の二項を加える。 

 ７ 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に

必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又

は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていな



いことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受

診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院

又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。 

 ８ 鹿児島県は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定す

る医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美

群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。 

  第六条の三を第二十二条とし、第六条の二を第七条とし、同条の次に次の二節及び節

名を加える。 

     第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置 

  （交付金事業計画の作成） 

 第八条 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に

基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美

群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業（奄美群島市町村その他の者が

実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便

性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を

負担するものを含む。）を実施するための計画（以下「交付金事業計画」という。）

を作成することができる。 

 ２ 交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

  一 奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の

向上に資する事業で政令で定めるものに関する事項 

  二 計画期間 

 ３ 交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよ

う努めるものとする。 

  一 交付金事業計画の目標 

  二 その他主務省令で定める事項 

 ４ 鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、奄美群島市

町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。 

 ５ 鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事

項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該奄美群島市町村

その他の者の同意を得なければならない。 

 ６ 鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努

めるものとする。 

 ７ 前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。 

  （交付金の交付等） 

 第九条 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施（奄美

群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。）



をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出

しなければならない。 

 ２ 国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業

の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。 

 ３ 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく

国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものと

する。 

 ４ 前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令

で定める。 

  （計画の実績に関する評価） 

 第十条 鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令

で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度にお

いて、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金

事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。 

 ２ 鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内

容を公表するよう努めるものとする。 

     第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置 

  （産業振興促進計画の認定） 

 第十一条 奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令

で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、

商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための

計画（以下「産業振興促進計画」という。）を作成し、主務大臣の認定を申請するこ

とができる。 

 ２ 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

  一 産業振興促進計画の区域（以下「計画区域」という。） 

  二 当該計画区域において振興すべき業種 

  三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 

  四 計画期間 

 ３ 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事

項を記載するよう努めるものとする。 

  一 産業振興促進計画の目標 

  二 その他主務省令で定める事項 

 ４ 第二項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 

  一 奄美群島特例通訳案内士育成等事業（奄美群島において奄美群島特例通訳案内士

（第十七条第二項に規定する奄美群島特例通訳案内士をいう。）の育成、確保及び

活用を図る事業をいう。同条第一項において同じ。）に関する事項 



  二 観光旅客滞在促進事業（計画区域において旅館業法（昭和二十三年法律第百三十

八号）第二条第一項に規定する旅館業（同条第五項に規定する下宿営業その他の国

土交通省令で定めるものを除く。）を営む者（旅行業法（昭和二十七年法律第二百

三十九号）第三条の登録を受けた者を除く。）が、奄美群島内限定旅行業者代理業

（旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、奄美群島内の旅行に

関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を

行うものをいう。第十八条第五項において同じ。）を行うことにより、計画区域に

おいて観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、奄美

群島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。）に

関する事項 

  三 補助金等交付財産活用事業（補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をい

う。）を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等（同法第二条第一項に規定す

る補助金等をいう。）の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。）に関

する事項 

 ５ 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようと

するときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なけれ

ばならない。 

 ６ 次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提

案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る

産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

  一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事

業を実施しようとする者 

  二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者 

 ７ 前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進

計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければなら

ない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理

由を明らかにしなければならない。 

 ８ 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進

計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認める

ときは、その認定をするものとする。 

  一 振興開発計画に適合するものであること。 

  二 産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相

当程度寄与するものであると認められること。 

  三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 



  四 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業

振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行

業法第六条第一項各号（第七号及び第八号を除く。）のいずれにも該当せず、かつ、

営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項

前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められる

こと。 

 ９ 主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合に

おいて、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長（以下

単に「関係行政機関の長」という。）の同意を得なければならない。 

 10 主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければなら

ない。 

  （認定に関する処理期間） 

 第十二条 主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内

において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。 

 ２ 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処

分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の

旨を通知しなければならない。 

  （認定産業振興促進計画の変更） 

 第十三条 奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画（以下

「認定産業振興促進計画」という。）の変更（主務省令で定める軽微な変更を除

く。）をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 

 ２ 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の

変更について準用する。 

  （報告の徴収） 

 第十四条 主務大臣は、第十一条第八項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下

単に「認定」という。）を受けた奄美群島市町村（以下「認定奄美群島市町村」とい

う。）に対し、認定産業振興促進計画（認定産業振興促進計画の変更があつたときは、

その変更後のもの。以下同じ。）の実施の状況について報告を求めることができる。 

 ２ 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が

記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実

施の状況について報告を求めることができる。 

  （措置の要求） 

 第十五条 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項

各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な

実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施

に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 



  （認定の取消し） 

 第十六条 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合

しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、

当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、

主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。 

 ２ 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、

主務大臣に意見を述べることができる。 

 ３ 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一

条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取

消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。 

 ４ 第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 

  （通訳案内士法の特例） 

 第十七条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に奄美群島特例通訳

案内士育成等事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認

定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該奄美群島特例通訳

案内士育成等事業に係る奄美群島特例通訳案内士については、次項から第十項まで、

第六十一条、第六十二条（第一号から第三号までに係る部分に限る。）、第六十四条

及び第六十六条に定めるところによる。 

 ２ 奄美群島特例通訳案内士は、その資格を得た認定産業振興促進計画に記載された計

画区域（以下この条において「認定計画区域」という。）において、報酬を得て、通

訳案内（通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第二条に規定する通訳案内を

いう。以下この条において同じ。）を行うことを業とする。 

 ３ 奄美群島特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。 

 ４ 第一項の認定を受けた奄美群島市町村が行う当該認定に係る認定計画区域の特性に

応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該認定計画区域の区域において、奄

美群島特例通訳案内士となる資格を有する。 

 ５ 次の各号のいずれかに該当する者は、奄美群島特例通訳案内士となる資格を有しな

い。 

  一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執

行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 

  二 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止

の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受

けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  四 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳



案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律（平

成九年法律第九十一号）第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三

条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該

処分の日から二年を経過しないもの 

  六 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第十四条第八項において準用す

る通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の

処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  七 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第二十条第九項において準用す

る通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の

業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  八 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一

項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者

で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  九 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第五十三条第八項にお

いて準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業

務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 ６ 奄美群島特例通訳案内士は、その資格を得た認定計画区域の区域外において、報酬

を得て、通訳案内を業として行つてはならない。 

 ７ 奄美群島特例通訳案内士は、その業務に関して奄美群島特例通訳案内士の名称を表

示するときは、その資格を得た認定計画区域の区域を明示してするものとし、当該認

定計画区域以外の区域を表示してはならない。 

 ８ 通訳案内士法第三章の規定は、奄美群島特例通訳案内士の登録について準用する。

この場合において、同法第十八条、第十九条（見出しを含む。）及び第二十七条（見

出しを含む。）中「通訳案内士登録簿」とあるのは「奄美群島特例通訳案内士登録

簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定奄美群島市町村（奄美群島振

興開発特別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村（同法第五条第六項

に規定する奄美群島市町村をいう。以下この条において同じ。）をいい、当該奄美群

島市町村が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定を受けた同項に

規定する産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。以下この章に

おいて同じ。）」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは

「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項において準用する第十八条」と、同法

第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第

二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村の長」と、

同法第二十二条（見出しを含む。）中「通訳案内士登録証」とあるのは「奄美群島特

例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは



「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十

一条第一項」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項において準用

する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。 

 ９ 通訳案内士法第四章の規定は、奄美群島特例通訳案内士の業務について準用する。

この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「奄美

群島振興開発特別措置法第十七条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同

条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村（奄美群島振興開発特

別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村（同法第五条第六項に規定す

る奄美群島市町村をいう。以下この項において同じ。）をいい、当該奄美群島市町村

が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する

産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。以下この章において同

じ。）の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「奄

美群島振興開発特別措置法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中

「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村の長」と読み替えるものとする。 

 10 通訳案内士法第三十五条の規定は、奄美群島特例通訳案内士の団体について準用す

る。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定奄美群島市町

村（奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村（同

法第五条第六項に規定する奄美群島市町村をいう。以下この項において同じ。）をい

い、当該奄美群島市町村が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定

を受けた同項に規定する産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。

第三項において同じ。）の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定奄

美群島市町村の長」と読み替えるものとする。 

  （旅行業法の特例） 

 第十八条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進

事業に関する事項を記載した産業振興促進計画（旅行業法第三条の旅行業者代理業の

登録又は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載し

たものに限る。）について、国土交通省令で定める書類を添付して、主務大臣の認定

を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条

の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしな

ければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を

受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項

の規定は、適用しない。 

 ２ 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者（以下この条

において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。）は、営業所において、国土

交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 

 ３ 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。 



  一 奄美群島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第十二条の九第一項の標識 

  二 奄美群島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識 

  三 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等（同法以外の法律の規定によ

り同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。）以外の者 前項の標識

に類似する標識 

 ４ 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項

の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、

次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができ

る。この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行

業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 

  一 旅行業法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しないこと。 

  二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことそ

の他の当該営業所における第十一条第四項第二号に規定する旅行業務に関し奄美群

島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及

び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。 

 ５ 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、奄美群島内限定旅行

業者代理業者に対し、奄美群島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求め

ることができる。 

  （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例） 

 第十九条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産

活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請

し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。 

  （農地法等による処分についての配慮） 

 第二十条 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された

計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法

（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許可その他の処分を

求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速

に行われるよう適切な配慮をするものとする。 

  （中小企業者に対する配慮） 

 第二十一条 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域にお

いて、中小企業者（中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項

に規定する中小企業者をいう。）が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う

場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよ

う適切な配慮をするものとする。 

     第五節 振興開発のためのその他の特別措置 



  本則に次の一条を加える。 

 第六十六条 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二

項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

  附則第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め

る。 

  附則第二項中「平成二十五年度」を「平成三十年度」に改める。 

  附則第三項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に、「第五項まで及び第二十

七条」を「第四項まで、第二章第三節及び第六十条」に改める。 

  附則第四項を次のように改める。 

 ４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第

一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

  附則第五項及び第六項を削り、附則第七項を附則第五項とし、附則第八項を附則第六

項とする。 

  附則第九項中「附則第七項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第七項とする。 

  附則第十項中「附則第七項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第八項とする。 

  附則第十一項中「附則第七項」を「附則第五項」に、「附則第八項及び第九項」を

「附則第六項及び第七項」に改め、同項を附則第九項とする。 

  附則第十二項及び第十三項を削る。 

 （小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正） 

第二条 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  目次中「・第二条」を「－第四条」に、「第二章 小笠原諸島振興開発計画等（第三

条－第十条）」を 

「 第二章 小笠原諸島振興開発計画等  

  第一節 基本方針（第五条）  

  第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置（第六条－第十条）  

  第三節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置（第十一条－第二十条）  

  第四節 振興開発のためのその他の特別措置（第二十一条－第四十六条） 」 

 に、「第十一条・第十二条」を「第四十七条－第四十九条」に、「第四章 雑則（第十

三条－第二十二条）」を 

「 第四章 雑則（第五十条・第五十一条）  

 第五章 罰則（第五十二条－第五十六条） 」 

 に改める。 

  第一条中「かんがみ」を「鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに」に、「自立的発展並びに」を

「自立的発展、」に、「に資する」を「並びに小笠原諸島における定住の促進を図る」

に改める。 



  第三章を削る。 

  第四章の章名を削る。 

  第二十二条を第五十一条とし、第二十一条を第五十条とし、第二十条を第四十六条と

し、同条の次に次の一章及び章名を加える。 

    第三章 小笠原諸島振興開発審議会 

  （小笠原諸島振興開発審議会の設置及び権限） 

 第四十七条 この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他旧島民の帰島及

び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠

原諸島振興開発審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 ２ 審議会は、旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項につき、国土

交通大臣に対し意見を申し出ることができる。 

  （審議会の組織等） 

 第四十八条 審議会は、委員二十人以内で組織する。 

 ２ 委員は、関係地方公共団体の長及び議会の議長並びに学識経験のある者のうちから、

国土交通大臣が任命する。 

 ３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 ４ 委員は、再任されることができる。 

 ５ 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 

 ６ 会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委

員が、その職務を代理する。 

 ７ 特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置

くことができる。 

 ８ 臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任

命する。 

 ９ 臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 10 委員及び臨時委員は、非常勤とする。 

 11 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定

める。 

  （審議会への報告） 

 第四十九条 国土交通大臣は、毎年、小笠原諸島の振興開発に関して講じた施策につい

て、審議会に報告するものとする。 

    第四章 雑則 

  第十九条を第四十五条とする。 

  第十八条第二項中「村」を「小笠原村」に、「都の」を「東京都の」に改め、同条第

三項中「都」を「東京都」に改め、同条を第四十四条とする。 



  第十七条を第四十三条とし、第十六条を第四十二条とする。 

  第十五条第七項中「第十五条第五項」を「第四十一条第五項」に改め、同条を第四十

一条とする。 

  第十四条を第四十条とし、第十三条の七を第三十九条とする。 

  第十三条の六の見出しを「（観光の振興及び地域間交流の促進についての配慮）」に

改め、同条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「ため、」の下に「小笠原諸島における

観光の振興並びに」を加え、同条を第三十八条とする。 

  第十三条の五中「医療の提供に支障が生じている場合には」を削り、「確保」の下に

「、定期的な巡回診療」を加え、「小笠原諸島における」を削り、同条に次の二項を加

える。 

 ２ 国及び地方公共団体は、小笠原諸島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産

に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査

又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されてい

ないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の

受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通

院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。 

 ３ 東京都は、医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第三十条の四第一項に規定する

医療計画を作成するに当たつては、小笠原諸島における医療の特殊事情に鑑み、小笠

原諸島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。 

  第十三条の五を第三十二条とし、同条の次に次の五条を加える。 

  （自然環境の保全及び再生についての配慮） 

 第三十三条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における自然環境の保全及び再生に資

するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切

な配慮をするものとする。 

  （再生可能エネルギー源の利用の推進等についての配慮） 

 第三十四条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島に

おいて再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給

の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに

鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。 

 ２ 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する

条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を

図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について

適切な配慮をするものとする。 

  （防災対策の推進についての配慮） 

 第三十五条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が

発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国



土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備

その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災

者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行

政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。 

  （教育の充実等についての配慮） 

 第三十六条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、

子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中

等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設（以下この条において「高等学

校等」という。）が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して

高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をする

ものとする。 

 ２ 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校

の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律（昭和三十六年法律第百八十八号）

の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の

算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の

決定について特別の配慮をするものとする。 

 ３ 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教

育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特

性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするもの

とする。 

  （地域文化の振興等についての配慮） 

 第三十七条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的

所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜ

られるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするもの

とする。 

  第十三条の四の見出しを「（農林水産業その他の産業の振興についての配慮）」に改

め、同条に次の二項を加える。 

 ２ 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に

水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切

な配慮をするものとする。 

 ３ 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産

業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起

業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進につい

て適切な配慮をするものとする。 

  第十三条の四を第二十六条とし、同条の次に次の五条を加える。 

  （就業の促進についての配慮） 



 第二十七条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようと

する者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実

践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものと

する。 

  （生活環境等の整備についての配慮） 

 第二十八条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住

宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境

の整備について適切な配慮をするものとする。 

  （介護給付等対象サービス等の確保等についての配慮） 

 第二十九条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法（平成九年法律第

百二十三号）第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法

（昭和三十八年法律第百三十三号）に基づく福祉サービス（以下この条において「介

護給付等対象サービス等」という。）の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サ

ービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービ

ス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。 

  （高齢者の居住用施設の整備についての配慮） 

 第三十条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、

高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。 

  （保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減についての配慮） 

 第三十一条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、

介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原

諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切

な配慮をするものとする。 

  第十三条の三中「地方公共団体は」の下に「、小笠原諸島と他の地域との間の情報通

信技術の利用の機会に係る格差に鑑み」を加え、同条を第二十五条とする。 

  第十三条の二中「地方公共団体は」の下に「、小笠原諸島と他の地域との間の人の往

来等に関する条件の格差に鑑み」を加え、「充実に」を「充実並びに人の往来等に要す

る費用の低廉化について」に改め、同条を第二十四条とする。 

  第十三条を第二十三条とする。 

  第十条第一項中「都」を「東京都」に改め、同条を第二十二条とする。 

  第九条中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第二十一条とする。 

  第八条の二を第十条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。 

     第三節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置 

  （産業振興促進計画の認定） 

 第十一条 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、

小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観



光の振興その他の産業の振興を促進するための計画（以下「産業振興促進計画」とい

う。）を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。 

 ２ 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

  一 小笠原諸島において振興すべき業種 

  二 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項 

  三 計画期間 

 ３ 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事

項を記載するよう努めるものとする。 

  一 産業振興促進計画の目標 

  二 その他国土交通省令で定める事項 

 ４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。 

  一 小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業（小笠原諸島において小笠原諸島特例通訳

案内士（第十七条第二項に規定する小笠原諸島特例通訳案内士をいう。）の育成、

確保及び活用を図る事業をいう。同条第一項において同じ。）に関する事項 

  二 観光旅客滞在促進事業（小笠原諸島において旅館業法（昭和二十三年法律第百三

十八号）第二条第一項に規定する旅館業（同条第五項に規定する下宿営業その他の

国土交通省令で定めるものを除く。）を営む者（旅行業法（昭和二十七年法律第二

百三十九号）第三条の登録を受けた者を除く。）が、小笠原諸島内限定旅行業者代

理業（旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の

旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する

行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。）を行うことにより、小笠

原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつ

て、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下

同じ。）に関する事項 

  三 補助金等交付財産活用事業（補助金等交付財産（補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第二十二条に規定する財産をい

う。）を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等（同法第二条第一項に規定す

る補助金等をいう。）の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。）に関

する事項 

 ５ 小笠原村は、産業振興促進計画に第二項第二号に掲げる事項を記載しようとすると

きは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければなら

ない。 

 ６ 次に掲げる者は、小笠原村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案する

ことができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振

興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 



  一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事

業を実施しようとする者 

  二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者 

 ７ 小笠原村は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案に基づき産業振興促

進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければな

らない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その

理由を明らかにしなければならない。 

 ８ 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興

促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認

めるときは、その認定をするものとする。 

  一 振興開発計画に適合するものであること。 

  二 産業振興促進計画の実施が小笠原諸島における産業の振興及び雇用機会の拡充に

相当程度寄与するものであると認められること。 

  三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 

  四 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業

振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行

業法第六条第一項各号（第七号及び第八号を除く。）のいずれにも該当せず、かつ、

営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項

前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められ

ること。 

 ９ 国土交通大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場

合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長

（以下単に「関係行政機関の長」という。）の同意を得なければならない。 

 10 国土交通大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければ

ならない。 

  （認定に関する処理期間） 

 第十二条 国土交通大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月

以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。 

 ２ 関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関す

る処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同

意の旨を通知しなければならない。 

  （認定産業振興促進計画の変更） 

 第十三条 小笠原村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画（以下「認定

産業振興促進計画」という。）の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）

をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 

 ２ 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の



変更について準用する。 

  （報告の徴収） 

 第十四条 国土交通大臣は、小笠原村が第十一条第八項の認定（前条第一項の変更の認

定を含む。以下単に「認定」という。）を受けたときは、認定産業振興促進計画（認

定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。）の実施

の状況について報告を求めることができる。 

 ２ 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が

記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況に

ついて報告を求めることができる。 

  （措置の要求） 

 第十五条 国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第

四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適

正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し

必要な措置を講ずることを求めることができる。 

  （認定の取消し） 

 第十六条 国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに

適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合にお

いて、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されていると

きは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければな

らない。 

 ２ 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、

国土交通大臣に意見を述べることができる。 

 ３ 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一

条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取

消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。 

 ４ 第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。 

  （通訳案内士法の特例） 

 第十七条 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に小笠原諸島特例通訳案内

士育成等事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認

定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該小笠原諸島特例通

訳案内士育成等事業に係る小笠原諸島特例通訳案内士については、次項から第九項ま

で、第五十二条、第五十三条（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第五十五条

及び第五十六条に定めるところによる。 

 ２ 小笠原諸島特例通訳案内士は、小笠原諸島において、報酬を得て、通訳案内（通訳

案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第二条に規定する通訳案内をいう。以下こ

の条において同じ。）を行うことを業とする。 



 ３ 小笠原諸島特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。 

 ４ 小笠原村が第一項の認定を受けた産業振興促進計画に基づいて行う通訳案内に関す

る研修を修了した者は、小笠原諸島において、小笠原諸島特例通訳案内士となる資格

を有する。 

 ５ 次の各号のいずれかに該当する者は、小笠原諸島特例通訳案内士となる資格を有し

ない。 

  一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執

行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 

  二 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止

の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受

けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案

内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律（平

成九年法律第九十一号）第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三

条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該

処分の日から二年を経過しないもの 

  六 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第十四条第八項において準用す

る通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の

処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  七 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）第二十条第九項において準用す

る通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の

業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  八 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一

項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者

で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  九 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）第五十三条第八項にお

いて準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業

務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 ６ 小笠原諸島特例通訳案内士は、小笠原諸島以外において、報酬を得て、通訳案内を

業として行つてはならない。 

 ７ 通訳案内士法第三章の規定は、小笠原諸島特例通訳案内士の登録について準用する。

この場合において、同法第十八条、第十九条（見出しを含む。）及び第二十七条（見

出しを含む。）中「通訳案内士登録簿」とあるのは「小笠原諸島特例通訳案内士登録



簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「小笠原村」と、同法第二十条第一

項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七

条第七項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十

二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知

事」とあるのは「小笠原村長」と、同法第二十二条（見出しを含む。）中「通訳案内

士登録証」とあるのは「小笠原諸島特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一

項第三号中「第四条各号」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第五

項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「小笠原諸島振興開

発特別措置法第十七条第七項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるもの

とする。 

 ８ 通訳案内士法第四章の規定は、小笠原諸島特例通訳案内士の業務について準用する。

この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「小笠

原諸島振興開発特別措置法第十七条第九項において準用する第三十五条第一項」と、

同条第二項並びに同法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条中「都道府県知

事」とあるのは「小笠原村長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法

律」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法又は同法」と読み替えるものとする。 

 ９ 通訳案内士法第三十五条の規定は、小笠原諸島特例通訳案内士の団体について準用

する。この場合において、同条第一項及び第三項中「観光庁長官」とあるのは、「小

笠原村長」と読み替えるものとする。 

  （旅行業法の特例） 

 第十八条 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に

関する事項を記載した産業振興促進計画（旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又

は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したもの

に限る。）について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を

申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条の

旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなけ

ればならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受

け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の

規定は、適用しない。 

 ２ 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者（以下この条

において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。）は、営業所において、国

土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。 

 ３ 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。 

  一 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第十二条の九第一項の標識 

  二 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識 

  三 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等（同法以外の法律の規定によ



り同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。）以外の者 前項の標識

に類似する標識 

 ４ 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一

項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代え

て、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任すること

ができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定

する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。 

  一 旅行業法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しないこと。 

  二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことそ

の他の当該営業所における第十一条第四項第二号に規定する旅行業務に関し小笠原

諸島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識

及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。 

 ５ 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅

行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を

求めることができる。 

  （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例） 

 第十九条 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事

業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、

その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。 

  （中小企業者に対する配慮） 

 第二十条 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、中小企業者（中小企業基本法

（昭和三十八年法律第百五十四号）第二条第一項に規定する中小企業者をいう。）が

認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して

必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。 

     第四節 振興開発のためのその他の特別措置 

  第八条を第九条とし、第七条を第八条とする。 

  第六条第二項中「同法同条」を「同条」に改め、同条を第七条とする。 

  第五条を削る。 

  第四条第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改め、

同条第二項中「次に」を「おおむね次に」に改め、同項中第四号を削り、第三号を第四

号とし、同項第二号中「整備」の下に「、人の往来等に要する費用の低廉化その他の小

笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保」を加え、

同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。 

  一 小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する事項 

  第四条第二項中第十二号を第十八号とし、第十一号を第十七号とし、同項第十号中



「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号を同項第十六号とし、同項中第九号を第十

五号とし、第八号を第十四号とし、第七号を第十三号とし、第六号を第十二号とし、同

号の前に次の一号を加える。 

  十一 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項 

  第四条第二項第五号中「及び」の下に「再生並びに」を加え、同号を同項第十号とし、

同号の前に次の五号を加える。 

  五 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項 

  六 住宅及び生活環境の整備に関する事項 

  七 保健衛生の向上に関する事項 

  八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項 

  九 医療の確保等に関する事項 

  第四条第三項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第四項中「と

きは」の下に「、次項の規定による要請があつた場合を除き」を加え、同条第八項中

「第四項」の下に「及び第七項」を加え、同項に後段として次のように加える。 

   この場合において、第四項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除

き」とあるのは「ときは」と、第七項及び第八項中「第四項又は第五項」とあるのは

「第四項」と読み替えるものとする。 

  第四条第八項を同条第十一項とし、同条第七項中「公表しなければならない」を「公

表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九

項とし、同条第五項中「前項」を「第四項又は第五項」に改め、同項を同条第八項とし、

同条第四項の次に次の三項を加える。 

 ５ 小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発

計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案

を添えなければならない。 

 ６ 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定め

るよう努めるものとする。 

 ７ 小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

  第四条を第六条とし、同条の前に次の節名を付する。 

     第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置 

  第三条の見出しを削り、同条第一項中「国土交通大臣は」の下に「、第二条の基本理

念にのつとり」を加え、同条第二項第三号中「整備」の下に「、人の往来並びに物資の

流通及び廃棄物の運搬（以下「人の往来等」という。）に要する費用の低廉化その他の

小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保」を加え、

同項第五号を次のように改める。 

  五 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項 



  第三条第二項中第十三号を第十八号とし、第十二号を第十七号とし、同項第十一号中

「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号を同項第十六号とし、同項中第十号を第十

五号とし、第九号を第十四号とし、同項第八号中「振興」の下に「（子どもの修学の機

会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。）」を加え、同号

を同項第十三号とし、同項第七号を同項第十二号とし、同項第六号中「及び」の下に

「再生並びに」を加え、同号を同項第十号とし、同号の次に次の一号を加える。 

  十一 再生可能エネルギー源（太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネ

ルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同

じ。）の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項 

  第三条第二項第五号の次に次の四号を加える。 

  六 住宅及び生活環境の整備（廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同

じ。）に関する基本的な事項 

  七 保健衛生の向上に関する基本的な事項 

  八 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項 

  九 医療の確保等に関する基本的な事項 

  第三条第三項を削り、同条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、

同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、第七項を第

六項とし、同条を第五条とし、同条の前に次の節名を付する。 

     第一節 基本方針 

  第一章中第二条を第四条とし、第一条の次に次の二条を加える。 

  （基本理念） 

 第二条 小笠原諸島の振興開発のための施策は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経

済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自

然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の

利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮さ

れるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資するこ

とを旨として講ぜられなければならない。 

  （国及び地方公共団体の責務） 

 第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発の

ために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

  本則に次の一章を加える。 

    第五章 罰則 

 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 

  一 第十七条第六項の規定に違反した者 

  二 偽りその他不正の手段により小笠原諸島特例通訳案内士の登録を受けた者 

  三 第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業



務の停止の処分に違反した者 

 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

  一 第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者 

  二 第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

  三 第十八条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつた者 

  四 第十八条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者 

  五 第十八条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

 第五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前条第三号から第五号までの違反行為をしたときは、行

為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。 

 第五十五条 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が

同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は

管理者を三十万円以下の過料に処する。 

 第五十六条 第十七条第八項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二

項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

  附則第二項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、

同項ただし書中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に、「第六条」を「第七条」

に改める。 

  附則第三項中「第十五条」を「第四十一条」に改める。 

  附則第四項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、

「第十六条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。 

  附則第五項中「第十六条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。 

  附則第六項中「平成二十六年分」を「平成三十一年分」に改める。 

  附則第七項中「第十六条第一項」を「第四十二条第一項」に改め、附則に次の一項を

加える。 

  （この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用） 

 ８ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第

二項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振

興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附

則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （奄美群島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正前の奄美群島振興開発特別措置法（以下この条において



「旧奄美法」という。）第三条第一項に規定する振興開発計画（次項において「旧計

画」という。）に基づく事業で平成二十六年度以降に繰り越される国の負担金、補助金

（旧奄美法第六条第五項の規定による補助金を除く。）又は交付金に係るものは、第一

条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法（以下この条において「新奄美

法」という。）第五条第一項に規定する振興開発計画（以下この条において「新計画」

という。）に基づく事業とみなして、新奄美法第六条第一項から第四項までの規定を適

用する。 

２ 旧計画に基づく事業に係る旧奄美法第六条第五項の規定による国の補助金のうち、平

成二十六年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。 

３ 地方公共団体が、新奄美法第一条に規定する奄美群島（以下この条において単に「奄

美群島」という。）内において旧奄美法第六条の十三第一号イからホまでに掲げる事業

の用に供する設備を平成二十六年三月三十一日以前に新設し、又は増設した者に係る事

業税、不動産取得税又は固定資産税について課税免除又は不均一課税をした場合におけ

る地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条の規定による当該地方公共

団体の基準財政収入額の算定については、旧奄美法第六条の十三の規定は、この法律の

施行後も、なおその効力を有する。 

４ 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十六年度

の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金（新奄美法第九条第二項の交付金を除く。

次項において同じ。）に係る事業で奄美群島の振興開発のために緊急に実施する必要が

あるものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が関係行政機関の長と協議し

て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規

定を適用する。 

５ 新奄美法第四条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるま

での間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金、補助金又は交付金に係る事業で奄

美群島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして鹿児島県が国土交通大

臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当

該事業を新計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。この場合におい

て、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、同意をしようとするときは、関係行

政機関の長に協議しなければならない。 

 （小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置） 

第三条 第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定

する振興開発計画に基づく事業で平成二十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補

助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法（以下

この条において「新小笠原法」という。）第六条第一項に規定する振興開発計画（以下

この条において「新計画」という。）に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一

項の規定を適用する。 



２ 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十六年

度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する

小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関

係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業と

みなして、新小笠原法の規定を適用する。 

３ 新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められる

までの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原

法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるも

のとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当

該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合にお

いて、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなけれ

ばならない。 

 （政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

 （通訳案内士法の一部改正） 

第五条 通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）の一部を次のように改正する。 

  第四条中第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号の

二を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。 

  三 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の

禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  四 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務

の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （電波法の一部改正） 

第六条 電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第六備考第五号中「第二条第一項に規定する小笠原諸島」を「第四条第一項に規

定する小笠原諸島」に改める。 

 （港湾法の一部改正） 

第七条 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）の一部を次のように改正する。 

  附則第十三項中「附則第七項、失効前」を「附則第五項、失効前」に、「附則第十

項、」を「附則第八項、」に改める。 

  附則第十四項中「附則第十項、」を「附則第八項、」に改める。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第八条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 



  第三十四条の三の次に次の一条を加える。 

  （認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い） 

 第三十四条の四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十

一条第一項（産業振興促進計画の認定）に規定する産業振興促進計画の同条第八項

（同法第十三条第二項（認定産業振興促進計画の変更）において準用する場合を含

む。）の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法（昭和二十七年法律第二

百三十九号）第三条（登録）の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美

群島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者については、当該産業振興促

進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請

とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。 

 ２ 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十一条第一項

（産業振興促進計画の認定）に規定する産業振興促進計画の同条第八項（同法第十三

条第二項（認定産業振興促進計画の変更）において準用する場合を含む。）の認定が

別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録とみなさ

れる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第五項の同意をした者につ

いては、当該産業振興促進計画に係る同条第一項の規定による申請を当該同意をした

者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。 

  別表第一中「第三十四条の三」を「第三十四条の四」に改め、同表第百四十二号中

「特例）」の下に「、奄美群島振興開発特別措置法第十八条第一項（旅行業法の特例）

又は小笠原諸島振興開発特別措置法第十八条第一項（旅行業法の特例）」を加え、「同

法」を「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」に、「は、

当該登録」を「、奄美群島振興開発特別措置法第十一条第八項（産業振興促進計画の認

定）（同法第十三条第二項（認定産業振興促進計画の変更）において準用する場合を含

む。）の規定による産業振興促進計画の認定又は小笠原諸島振興開発特別措置法第十一

条第八項（産業振興促進計画の認定）（同法第十三条第二項（認定産業振興促進計画の

変更）において準用する場合を含む。）の規定による産業振興促進計画の認定は、当該

登録」に改め、同号(一)中「（昭和二十七年法律第二百三十九号）」を削る。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第九条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第二の九の項の次に次のように加える。 

九の二 市町村長 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律

第百八十九号）による同法第十七条第八項におい

て準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第

二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付

又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務で

あつて総務省令で定めるもの 

九の三 市町村長 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法



律第七十九号）による同法第十七条第七項におい

て準用する通訳案内士法第十八条の登録、同法第

二十三条第一項の届出、同法第二十四条の再交付

又は同法第二十五条第二項の届出に関する事務で

あつて総務省令で定めるもの 

  別表第四の八の項の次に次のように加える。 

八の二 市町村長 奄美群島振興開発特別措置法による同法第十七条

第八項において準用する通訳案内士法第十八条の

登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二十

四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出に

関する事務であつて総務省令で定めるもの 

八の三 市町村長 小笠原諸島振興開発特別措置法による同法第十七

条第七項において準用する通訳案内士法第十八条

の登録、同法第二十三条第一項の届出、同法第二

十四条の再交付又は同法第二十五条第二項の届出

に関する事務であつて総務省令で定めるもの 

 （外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改

正） 

第十条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律（平

成九年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。 

  第十三条中第六号を第九号とし、第五号を第八号とし、第四号を第七号とし、第三号

の二を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。 

  四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案

内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （沖縄振興特別措置法の一部改正） 

第十一条 沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）の一部を次のように改正する。 

  第十四条第五項中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、

第三号の次に次の二号を加える。 

  四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案

内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  第二十七条中「（昭和二十九年法律第百八十九号）」を削る。 



 （観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の一部改正） 

第十二条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年

法律第三十九号）の一部を次のように改正する。 

  第十二条第三項第三号中「観光圏内限定旅行業者代理業者」を「同法以外の法律の規

定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者」に改める。 

 （総合特別区域法の一部改正） 

第十三条 総合特別区域法（平成二十三年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  第二十条第五項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、

第三号の次に次の二号を加える。 

  四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案

内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  第四十三条第五項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、

第三号の次に次の二号を加える。 

  四 奄美群島振興開発特別措置法第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三

十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者

で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第八項において準用する通訳案内士法第

三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受け

た者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （福島復興再生特別措置法の一部改正） 

第十四条 福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号）の一部を次のように

改正する。 

  第五十三条第五項中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、

第三号の次に次の二号を加える。 

  四 奄美群島振興開発特別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第十七条第九項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により奄美群島特例通訳案

内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

  五 小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十九号）第十七条第八項

において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳

案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの 

 （総務省設置法の一部改正） 

第十五条 総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）の一部を次のように改正する。 



  附則第二条第二項の表平成二十六年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月

三十一日の項の次に次のように加える。 

平成三十一年三月三十一日 奄美群島（奄美群島振興開発特別措置法（昭和二

十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美

群島をいう。）の振興及び開発に関する総合的な

政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

 （農林水産省設置法の一部改正） 

第十六条 農林水産省設置法（平成十一年法律第九十八号）の一部を次のように改正する。 

  附則第三項の表平成二十六年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月三十一

日の項の次に次のように加える。 

平成三十一年三月三十一日 奄美群島（奄美群島振興開発特別措置法（昭和二

十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美

群島をいう。）の振興及び開発に関する総合的な

政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

 （国土交通省設置法の一部改正） 

第十七条 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）の一部を次のように改正する。 

  附則第二条第一項の表平成二十六年三月三十一日の項を削り、同表平成二十九年三月

三十一日の項の次に次のように加える。 

平成三十一年三月三十一日 奄美群島（奄美群島振興開発特別措置法（昭和二

十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美

群島をいう。）の振興及び開発に関する総合的な

政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 

 奄美群島振興開発計画（奄美群島振興開発特別措

置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計

画をいう。）に基づく公共事業に関する関係行政

機関の経費の配分計画に関すること。 

 奄美群島特例通訳案内士に関すること。 

 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に

関すること。 

 小笠原諸島（小笠原諸島振興開発特別措置法（昭

和四十四年法律第七十九号）第四条第一項に規定

する小笠原諸島をいう。）の総合的な振興及び開

発に関すること。 

 小笠原諸島特例通訳案内士に関すること。 

  附則第四条中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め

る。 



     理 由 

 奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然

的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開

発特別措置法の有効期限を平成三十一年三月三十一日まで延長するとともに、交付金制度

の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


